
都市再生推進法人について（参考） 

 

１.都市再生推進法人とは 

     都市再生推進法人とは、都市再生特別措置法に基づき、地域のまちづくりを担 

  う法人として、行政の補完的機能を担いうる団体を市が指定するもの 

 

 

  ＜都市再生推進法人の関係フロー＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①指定 

国  ㈱まちづくり大津 

②都市再生整備計画を提案 

 

社会資本整備総合交付金
等による支援 

都市再生 

推進法人 

大津市 

○まちづくりの担い手として、公的位置づけが付与される 

    まちづくり会社の信用が担保され、関係者との調整が 

        円滑に進む。また、市にとっても積極的な支援が可能 

○事業実施に必要な都市再生整備計画を大津市に提案可能※1 

        計画に位置づけることにより国から交付金による 

    支援が受けられるなど円滑な事業の推進が可能 

○道路占用許可、河川占用許可の主体となることが可能※2 

   まちのにぎわい創出のための公共空間の一体的な活用 

   が可能 

＜都市再生推進法人の主なメリット＞ 

 

※1都市再生整備計画は、

都市再生特別措置法に基

づき市町村が作成する計

画で、この計画に基づい

て、地域の歴史・文化・自

然環境等の特性を活かし

たまちづくりを実施。 

事業費の一部に国から「交

付金」が交付される。 

大津市では、都心地区（中

活エリア）と堅田地区で都

市再生整備計画を作成 

 

 

資料 ５－１ 



＜※２道路占用許可の特例適用のイメージ図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２.都市再生推進法人になれる法人（都市再生推進法人は、複数設立可能） 

   ・まちづくり会社  

   ・ＮＰＯ法人 

   ・一般社団法人（公益社団法人を含む） 

   ・一般財団法人（公益財団法人を含む） 

 

３.都市再生推進法人の主な業務 

    ・まちなかの賑わいや交流創出のための施設整備や管理運営 

   ・都市開発事業の実施やその支援 

   ・まちづくりに関する専門家派遣、情報提供等 

 

 

 

都市再生推進法人 

㈱まちづくり大津 

 

 

・都市再生整備計画 

 へ位置付け 

使
用
料 

使
用
契
約 

収
益
の
還
元 

公
的
空
間
の
開
放 

大

津

市 

・占用料 

・道路維持管理等の 

 負担軽減 
まちづくりへの還元 

道路維持管理、地域イベント 

民間事業者 

都市再生整備計画の区域内 

・オープンカフェ設置、運営 

 

＜例えばオープンカフェ事業を実施する場合＞ 

 

○オープンカフェ事業を実施し、出店料

等の収入を道路維持管理、地域イベント

等のまちづくりに還元 



４.都市再生推進法人の指定の手続き 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書類の提出 

都市再生推進法人の募集 

指定の申請 

㈱まちづくり大津が大津市に

指定の申請を行う 

審査 

㈱まちづくり大津が、都市再生推進法人の

業務を適正かつ確実に行うことができるの

かどうか組織・人材・ノウハウ・財務状況

等の観点から審査します。 

指定 

審査の結果、都市再生推進法人の業務を適

正かつ確実に行うことができると認められ

る場合には、大津市が都市再生推進法人と

して指定します。 

公示 

大津市は、都市再生推進法人の名称、住所、

事務所の所在地を公示する必要がありま

す。 

監督 

大津市は、必要に応じて、㈱まちづくり大

津に対し、業務の報告を求めることができ

ます。 

都市再生推進法人 

として活動開始 

通知 

監督 

㈱まちづくり大津 大津市 

＜審査基準の例＞ 
 



５.都市再生推進法人の指定後の組織体制 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状 今後（計画終了後） 

中心市街地活性化協議会 都市再生推進法人（㈱まちづくり大津） 

根拠法令 中心市街地活性化法第 15 条第１項 都市再生特別措置法第 118 条１項 

計画 第 2 期中心市街地活性化基本計画 

（法第９条第１項） 

都市再生整備計画 都心地区 

（法第４６条第１項） 

事務局 ㈱まちづくり大津  

申請 

  中心市街地活性化基本計画 

    終了後の組織体制 

大津市 

都市再生推進法人 

（㈱まちづくり大津） 

（仮称）びわ湖大津ま
ちづくり会議 

連 携  

指定 

連      携 



 

 

（２）都市再生推進法人の事例（札幌市） 

 

 

（１）都市再生推進法人として指定を受けている法人  ※Ｈ28.12.27時点 

 

参考 


